
- 1 -

指定居宅介護支援サービス 重要事項説明書 
＜令和 8 年 6 月 1 日現在＞  

 

１ 事業者法人の概要  

名称・法人種別   株 式 会 社 銭 形 企 画  

代 表 者 名   代 表 取 締 役  上 野  眞 司  

所在地 
〒 600-8357  

京 都 市 下 京 区 黒 門 通 五 条 下 る 柿 本 町 594番 地 33 

電話番号 ０７５-３５３-４８９９  

FAX番号 ０７５-３５４-３０３７  

資本金 1,000万円 

 

２ 事業所の概要  

（１） 事業所の所在地、事業所番号、サービス提供地域等 

事 業 所 名  銭 形 企 画 ケアマネジメント事務所  

所在地 
〒600-8357  

京 都 市 下 京 区 黒 門 通 五 条 下 る 柿 本 町 594番 地 14 1階  

電話番号  ０７５-３４３-８８１８ 

FAX番号  ０７５-３６６-４５２５ 

事業所番号       ２ ６ ７ ０ ４ ０ ０ ９ ８ １  

管理者の氏名  澤 井  幸 美  

事業の通常実施地域 
下京区、南区、中京区、東山区、上京区、伏見区（醍醐、日野、

石田、小栗栖、久我、羽束師、淀、納所、向島、桃山東、桃山南

地域を除く）、西京区（洛西地域を除く）、北区（中川、小野郷、

雲ヶ畑地域を除く）、右京区（高雄、愛宕、京北地域を除く）、

左京区（岩倉、八瀬、大原、花背、静市、久多地域を除く） 
 

（２） 事業所の理念・運営方針 

事業所理念 

私たちは、｢あなたに出会えてよかった｣と思っていただける

ような活動を目指します。 

①そ の人が その人ら しく生 活し て 行くた めの支 援を さ せてい

た  だきます。 

②地域に根ざし、地域に開かれた事業所として歩みます。 

③他の社会資源と連携をとり、総合的支援を目指します。 
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運営方針 

（１）事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、

可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した

日常 生活 を 営 むこ と がで きる よう 配慮 し て 援 助に 努めま

す。 

（２）利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、

利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び

福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な

介護 サー ビ ス 計画 に 基づ いて 介護 サー ビ ス が 提供 される

よう配慮して行います。 

（３）利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立

って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または

特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に

行います。 

（４）事業の運営に当たっては、京都市またはその他の市町村、

地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の居宅

介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、

介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努め

ます。また地域包括支援センターより支援困難な事例や中

重度 者事 例 の 紹介 を 受け た場 合に おい て も 十 分な 連携を

図るよう努めます。 

（５）サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態

の軽減若しくは悪化の防止に努め、主治の医師等及び医療

サービスとの連携に十分配慮して行います。要介護状態が

改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支

援事 業者 は 地 域包 括 支援 セン ター に必 要 な 情 報提 供を行

うなどの措置を講じます。 

（６）利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意

思を踏まえ、必要な協力を行います。また、要介護認定等

の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行いま

す。 

（７）保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その

知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立

に対応し正しい調整を行います。 

（８）介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく

事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

（平成 25 年１月９日京都市条例第 39 号）」、「指定居

宅介 護支 援 等 の事 業 の人 員及 び運 営に 関 す る 基準 （平成

11 年厚生省令第 38 号）」等に定める内容を遵守し、事

業を実施するものとします。 

 

（３） 事業所の職員体制  

職 種  員 数  雇 用 形 態  

管 理 者  
（ ケ ア マ ネ ジ ャ ー を 兼 務 ）  

１ 名  常 勤  

ケ ア マ ネ ジ ャ ー （ 管 理 者 含 む ）  ４ 名  
常  勤  １ 名  
非 常 勤  ３ 名  
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（４） 営業日等  

営業日  月曜日～金曜日（12月30日～1月3日を除く。）  

営業時間 ９：００～１８：００ 

定休日 土曜日・日曜日・12月30日～1月3日  

 

３ 身分証の携行・呈示 
ケアマネジャーは、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者や家族の求めに応

じて、いつでも身分証を呈示します。 
 
４ 事業所が使用するアセスメント（課題分析）の方式 

事業所は、利用者の課題分析（アセスメント）において、ＭＤＳ-ＨＣ2.0 方式並
びに全社協方式を使用しています。 

 

５ 提供する居宅介護支援サービスの内容・提供方法等 
（１） 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

利 用 者 の ご 家 庭 を 訪 問 し て 、利 用 者 の 心 身 の 状 況 、置 か れ て い る 環 境 等 を
把 握 し た 上 で 、 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 及 び そ の 他 必 要 な 保 健 医 療 ・ 福 祉 サ ー ビ
ス（ 以 下 、「 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 」）が 、総 合 的 か つ 効 果 的 に 提 供 さ れ る よ
う 配 慮 し て 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 を 作 成 し ま す 。  

 
《 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 の 流 れ 》  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

① 事 業 所 は 、 利 用 者 を 担 当 す る ケ ア マ ネ ジ ャ ー を 選 任

し、居宅サービス計画に関する業務を担当さ せ ま す 。 

②居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 の 開 始 に 当 た っ て は 、
利 用 者 ま た は 家 族 に 対 し て 、 利 用 者 の 居 住 地 域
に お け る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 等 に 関 す る 情
報 を 的 確 に 提 供 し 、 利 用 者 ま た は 家 族 の 選 択 を
求 め ま す 。 (状 況 に よ り 居 住 地 域 外 も 含 む ) 

 

③ ケ ア マ ネ ジ ャ ー は 利 用 者 及 び 家 族 の 置 か れ た 状 況 等
を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標、そ
の達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛
り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

 

④ ケ ア マ ネ ジ ャ ー は 、作 成 し た 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の

原 案 に 盛 り 込 ん だ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 に つ い て 、

保 険 給 付 の 対 象 と な る か 否 か を 区 分 し た 上 で 、そ

の 種 類 、 内 容 、 利 用 料 等 に つ い て 利 用 者 及 び 家 族

等 に 対 し て 説 明 し 、 利 用 者 の 同 意 を 得 た 上 で 、 居

宅 サ ー ビ ス 計 画 を 決 定 し 、利 用 者 に 交 付 す る も の

と し ま す 。  
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（２） サービス担当者会議の招集 
サービス担当者会議とは、居宅サービス計画の実施（居宅サービス等の開始） 

に当たり、利用者・家族、居宅サービス事業者の担当者、かかりつけ医、福祉事務
所のケースワーカーなどが一同に集まり、居宅サービス計画の具体的な進め方につ
いて協議する機会です。サービス担当者会議はサービス開始時、居宅サービス計画
の変更時のほか、何か新たな課題が発生した際も適時開催します。 

 
（３） 居宅サービス計画作成後の継続的支援 

  ①利用者及び家族、ならびに指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、 
居宅サービスの実施状況を把握します。 

  ②居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス 
事業者等との連絡調整を行います。 

  ③利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新認定等に必要な援助を行います。 
 

（４） 居宅サービス計画の変更 
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、またはケアマネジャーが居宅

サービス計画の変更の必要があると判断した場合は、利用者とケアマネジャーの合
意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 

 
（５） 介護保険施設への紹介 

   利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、ま
たは利用者が介護保険施設への入所・入院を希望する場合には、紹介その他の便宜
を提供します。 

 
（６） 公正中立なケアマネジメントの確保 

   利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の
紹介を求めること、並びに当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めること
ができます。なお、ケアマネジャーは利用者の自由な選択に基づき決定した居宅サ
ービス事業所をケアプランに位置付けるものとします。  

 
６ サービス利用料金 

（１）利用料金 
要介護認定を受けている利用者は、介護保険制度から全額給付されるので自己負

担はありません。 
※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、支援事業者に直接介護保険

給付が行われない場合があります。その場合、利用者は 1 ヶ月につき要介護度に
応じて下記の利用料を現金にてお支払い下さい。利用料のお支払いと引き換えにサ
ービス提供証明書と領収書を発行します。 

 

《基本料金》 

居宅介護支援費（Ⅰ）取扱件数がケアマネジャー１人当たり 45 件未満である場

合 

要介護１・２ 11,620 円/月 

要介護３・４・５ 15,197 円/月 

居宅介護支援費（Ⅱ）取扱件数がｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ１人当たり 45 件以上 60 件未満である場

合 
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要介護１・２ 5,820 円/月 

要介護３・４・５ 7,532 円/月 

居宅介護支援費（Ⅲ）取扱件数がｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ１人当たり 60 件以上である場合 

要介護１・２ 3,488 円/月 

要介護３・４・５ 4,515 円/月 

 
《加算料金》 

初回加算 新規利用又は要介護度 2 段階以上変更の場合 3,210 円/月 

 
退 院 ・ 退 所 加 算
（Ⅰ）イ 

退院・退所の際、病院・施設等の職員と面
談を行い、退院時看護サマリー等で１回情
報 提 供 を 受 け 、 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 を 作 成
し、サービスの調整を行った場合 

4,815 円/回 

退 院 ・ 退 所 加 算
（Ⅰ）ロ 

退院・退所の際、病院・施設等の職員と面
談を行い、退院前カンファレンスで１回情
報 提 供 を 受 け 、 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 を 作 成
し、サービスの調整を行った場合 

6,420 円/回 

退 院 ・ 退 所 加 算
（Ⅱ）イ 

退院・退所の際、病院・施設等の職員と面
談を行い、退院時看護サマリー等で２回情
報 提 供 を 受 け 、 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 を 作 成
し、サービスの調整を行った場合 

6,420 円/回 

退 院 ・ 退 所 加 算
（Ⅱ）ロ 

退院・退所の際、病院・施設等の職員と面
談を行い、退院前カンファレンスで２回情
報 提 供 を 受 け 、 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 を 作 成
し、サービスの調整を行った場合 

8,025 円/回 

退 院 ・ 退 所 加 算
（Ⅲ） 

退院・退所の際、病院・施設等の職員と面談

を行い、３回情報提供を受け（そのうち１回

以上がｶﾝﾌｧﾚﾝｽによる）、居宅サービス計画

を作成し、サービスの調整を行った場合  

9,630 円/回 

通 院 時 情 報 連 携 加
算 

利 用 者 が 医 師 ま た は 歯 科 医 師 の 診 察 を 受
ける際に介護支援専門員が同席した場合 

535 円/月 

入 院 時 情 報 連 携 加
算Ⅰ 

入院の際、病院等の職員に対し利用者にか
かる必要な情報を提供した場合（病院等に
出向き、職員に情報を提供） 

 
2,675 円/月 

入 院 時 情 報 連 携 加
算Ⅱ 

入院の際、病院等の職員に対し利用者にか
かる必要な情報を提供した場合（上記「Ⅰ」
以外の方法で、職員に情報を提供） 

 
2,140 円/月 

小 規 模 多 機 能型 居 宅

介護事業所連携加算  
小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業所 に移 行 す る 際

に、当該事業所に必要な情報を提供した場合  
3,210 円/月 

看 護 小 規 模 多機 能 型

居 宅 介 護 事 業所 連 携

加算  

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護事 業所 に 移 行 す

る 際 に 、 当 該 事 業 所 に 必 要 な情 報を 提 供 し た

場合  
3,210 円/月 

緊急時居宅カンファ
レンス加算 

病院等の求めにより利用者宅を訪問しカンファ
レンスを行い、サービスの調整を行った場合     

2,140 円/回 

居宅支援ターミナル
ケアマネジメント加
算 

ターミナル期において通常より頻回に訪
問したり、利用者の状態に関する情報を
医師や事業者へ提供した場合 

 
4,280 円/回 

介護職員等処遇改善
加算 

1 ヶ月の総単位数に、右の加算率を掛け
て算出します。 

2.1％ 
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（２） 交通費  
通常の事業の実施地域にお住まいの場合は無料ですガ、それ以外の地域の方はケア

マネジャーが居宅を訪問する際の交通費（公共交通機関）の実費が必要となります。  
 
７  ケ ア マ ネ ジ ャ ー の 業 務 に つ い て  
（ １ ）  ご 家 庭 へ の 訪 問 面 接  

適 切 な 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 及 び 変 更 の た め に 、 毎 月 最 低 で も 1 回 は
利 用 者 宅 を 訪 問 し 、 利 用 者 と の 面 接 に よ る 相 談 を さ せ て 頂 き ま す 。 利 用 者
の 状 況 や 相 談 内 容 に 応 じ て 家 族 の 同 席 を お 願 い す る こ と が あ り ま す の で 、
ご 協 力 下 さ い 。  

 
（ ２ ）  必 要 事 項 の 確 認  

サ ー ビ ス 調 整 を 実 施 す る 上 で 必 要 と な る 情 報 に つ い て は 、 電 話 や 訪 問 時
に お 聞 か せ 下 さ い 。  

 
（ ３ ）  介 護 保 険 証 等 の 確 認  

調 査（ 新 規・ 更 新 ・ 区 分 変 更 ）時 や サ ー ビ ス 事 業 所 へ の 利 用 申 請 を す る 場
合 等 に 、 介 護 保 険 証 ・ 健 康 保 険 証 等 の 確 認 を さ せ て 頂 き ま す 。  

 
（ ４ ）  必 要 書 類 へ の 署 名 ・ 捺 印  

居 宅 サ ー ビ ス 計 画・サ ー ビ ス 利 用 票 を 交 付 す る 際 、そ の 都 度 、必 ず 利 用 者
又 は 家 族 の 署 名 ま た は 捺 印 が 必 要 と な り ま す 。  

 
（ ５ ）  必 要 書 類 の 準 備 ・ 申 請  

サ ー ビ ス の 利 用 に 当 た っ て 、 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 等 へ の 提 出 が 必 要 な 書
類 に 関 し て 、利 用 者・家 族 に 手 配 や 提 出 を し て 頂 く 場 合 が あ り ま す の で 、ご
協 力 下 さ い 。  

 
（ ６ ）  担 当 ケ ア マ ネ ジ ャ ー 不 在 時 の 対 応  

利 用 者・家 族 か ら 相 談 の 連 絡 を 頂 い た 際 に 、担 当 の ケ ア マ ネ ジ ャ ー が 不 在
の 場 合 は 、 事 業 所 内 に 勤 務 す る 他 の ケ ア マ ネ ジ ャ ー 等 が 受 け 付 け さ せ て 頂
き ま す 。  

 
８  ケ ア マ ネ ジ ャ ー の 選 任 ・ 交 替  
（ １ ）  事 業 所 に よ る 選 任 ・ 交 替  

事 業 所 は 、利 用 者 ご と に 担 当 ケ ア マ ネ ジ ャ ー を 選 任 し 、居 宅 介 護 支 援 に 当
た ら せ ま す 。た だ し 、事 業 所 の 都 合 に よ り 、担 当 ケ ア マ ネ ジ ャ ー を 変 更 す る
こ と が あ り ま す 。 そ の 場 合 は 、 利 用 者 に 対 し て サ ー ビ ス 利 用 上 の 不 利 益 が
生 じ な い よ う 充 分 配 慮 し ま す 。  

 
（ ２ ） 利 用 者 か ら の 交 替 の 申 し 出  

利 用 者 が 、選 任 さ れ た ケ ア マ ネ ジ ャ ー の 交 替 を 希 望 す る 場 合 に は 、そ の 理
由 を 明 ら か に し て 、 事 業 所 に 対 し て ケ ア マ ネ ジ ャ ー の 交 替 を 申 し 出 る こ と
が 出 来 ま す 。 た だ し 、 利 用 者 か ら 特 定 の ケ ア マ ネ ジ ャ ー を 指 名 す る こ と は
出 来 ま せ ん 。  

 
９  利 用 者 の 状 態 ・ 状 況 が 変 化 し た 場 合 の 連 絡  

 
以 下 の 場 合 に は 、 事 業 所 に 必 ず ご 連 絡 下 さ い 。  

① 利 用 者 が 入 院 ま た は 入 所 さ れ た 場 合  
② 世 帯 状 況 の 変 化 が あ っ た 場 合  
③ 緊 急 連 絡 先 の 変 更 が あ っ た 場 合  
④ 健 康 状 態 や 介 護 状 態 が 著 し く 変 化 し た 場 合  
⑤ 住 居 や 住 民 票 の 届 出 先 が 変 更 に な っ た 場 合  
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 ※ な お 、 入 院 さ れ る 場 合 に は 、 入 院 時 に 担 当 ケ ア マ ネ ジ ャ ー の 氏 名 、 当 事
業 所 の 名 称 、 連 絡 先 等 を 、 入 院 先 医 療 機 関 に 必 ず お 伝 え 下 さ い 。  

 
10 契 約 の 自 動 終 了  

（ １ ） 利 用 者 が 以 下 の 状 態 と な っ た 場 合 は 、 契 約 を 自 動 終 了 さ せ て 頂 き ま
す 。  

①  介護保険施設に入所した場合 

②  ３ヶ月間以上病院等に入院し、その後の再開の見通しが立たない場合 

③  利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合 

④  利用者が要支援１もしくは要支援２、あるいは介護予防日常生活支援総合事業

対象者と認定された場合 

⑤  利用者が死亡したとき 

（２）利用者が要支援１又は要支援２、もしくは介護予防日常生活支援総合事業対

象者と認定された場合においては、事業者は、利用者の居住する地域を管轄する

地域包括支援センターを紹介する等の便宜を図ります。 

 

11 中途解約について 
（１） 利用者からの解約 

利用者は、事業所に対して12日間の予告期間をおいて電話等で申し入れることに

より、契約を解約することが出来ます。 

（２） 事業者からの解約 

事業者は、人員の不足等により、適正な居宅介護支援サービスの提供が困難とな

った場合には、利用者に対して１ヶ月間の予告期間をおいて、解約すべき理由を示

した文書による申し入れを行うことにより、契約を解約することが出来るものとし

ます。  ただしこの場合、事業者は、利用者に対して利用者が居住する地域の他

の指定居宅介護支援事業者を紹介するなどの便宜を図ります。 

 

12 契約解除について 
（１） 利用者からの契約解除 

利用者は、事業者またはケアマネジャーが以下の事項に該当する場合には、契約

を即時に解除することが出来ます。  

①  正当な理由なく居宅介護支援サービスを実施しない場合 

②  守秘義務に違反した場合 

③  故意または過失により利用者もしくは家族等の生命・身体・財産・信用・尊厳

を傷つけ、もしくは著しい不信行為、その他契約を継続しがたい重大な事情が

認められる場合 

（２） 事業者からの契約解除 

事業者は、利用者またはその家族が以下の事項に該当する場合には、相当な期

間をおいて理由を示した文書で申し入れることにより、契約を解除することが出

来るものとします。  

①  居宅介護支援サービスの実施に際し、利用者の心身の状況及び病歴等の重要事

項について、故意にこれを告げず、または不実の告知などを行った結果、契約

を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

②  故意または重大な過失によりケアマネジャー又は事業所のその他の職員の生命

・身体・ 財産・信用・尊厳等を傷つけ、もしくは著しい不信行為を行うこと

などによって、本契約を継続 しがたい重大な事情を生じさせた場合 

③  次項の「利用者の禁止事項」に著しく違反した場合 
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13 利 用 者 の 禁 止 事 項  
利用者及び家族と事業所との信頼関係の維持、ならびに事業所の職員の職務上の安

心・安全を確保するため、利用者または家族による以下のような行為を固く禁止しま

す。なお、悪質な場合には、行政や警察等への連絡、通報を行う場合があります。  

①  ケアマネジャー又は事業所の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中

傷などの迷惑行為 

②  業務を逸脱した便宜提供を強要する行為 

③  ケアマネジャー又は事業所の職員の個人情報の開示を強要する行為 

④  パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、セクシャルハラスメントなど

の行為 

⑤  ケアマネジャー又は事業所の職員の写真や動画の撮影・録音等の行為、また無

断で SNS 等に掲載する行為 

⑥  その他、ケアマネジャー又は事業所の職員の職務上の安心、安全に重大な影響

を及ぼすと判断される行為 

 

14 衛 生 管 理 ・ 感 染 症 対 策 に つ い て  

事 業 所 で は 、事 業 所 内 の 感 染 症 予 防 、ま た は ま ん 延 防 止 の た め 、次 の 措 置
を 講 じ て い ま す 。  

①  感 染 症 予 防 及 び ま ん 延 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 し て い ま す 。  
②  感 染 症 予 防 及 び ま ん 延 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 を 定 期 的

に 開 催 し て い ま す 。  
③  事 業 所 の 設 備 及 び 備 品 等 に つ い て 、 衛 生 的 な 管 理 に 努 め て い ま す 。  
④  職 員 に 対 し て 、感 染 症 予 防 及 び ま ん 延 防 止 の た め の 研 修 及 び 訓 練 を 定

期 的 に 実 施 し て い ま す 。  
 
15 事業継続計画（BCP）及び業務継続に向けた取り組み 

事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、可能な限り必要な居宅介護支

援サービスが継続的に提供できる体制を構築するために、以下の措置を講じています。  

①  業務継続に向けた計画（BCP）等の策定 

②  定期的な研修及び訓練の実施 

 
16 虐待防止について 

（ １ ）事 業 所 は 、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のために、「高齢者虐待の
防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」等を遵守した取扱いをす
るとともに、下記の対策を講じています。 

①  虐待防止のための指針を整備し、虐待防止のための対策を検討する委員会を定
期的に開催しています。 

②  苦情解決体制を整備します。 
③  成年後見制度の利用を支援します。 
④  職員に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 
⑤  虐待防止に関する責任者を選定しています。 

（２）サービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、事業
所の判断により速やかに市町村に報告します。 
 
 

 

 虐待防止に関する責任者  管理者 澤井 幸美 
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17 サービス内容に関する苦情等相談窓口  
 

（１）事業所に対する苦情やご相談は、以下の窓口にお申し出下さい。 

 

事業所の苦情相談窓口
 

 
《 窓 口 責 任 者 》 管 理 者  澤 井 幸 美  
《 受 付 時 間 》   月 曜 日 ～ 金 曜 日  

９ ： ０ ０ ～ １ ８ ； ０ ０  
（ 年 末 年 始 を 除 く ）  

《 電 話 番 号 》  ０７５-３４３-８８１８ 
 

  
（２）苦情を受け付ける行政機関の窓口 

応 対 時 間 は い ず れ も 月 曜 日 ～ 金 曜 日 の 平 日 8： 30～ 17： 00 で す 。  

京 都 府 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会  TEL 075-354-9090 

北 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課 高齢介護保険担当 TEL 075-432-1364 

上 京 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課 高齢介護保険担当 TEL 075-441-5106 

左 京 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課 高齢介護保険担当 TEL 075-702-1069 

中 京 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課 高齢介護保険担当 TEL 075-812-2566 

東 山 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課 高齢介護保険担当 TEL 075-561-9187 

下 京 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課 高齢介護保険担当 TEL 075-371-7228 

南 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課 高齢介護保険担当 TEL 075-681-3296 

右 京 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課 高齢介護保険担当 TEL 075-861-1416 

伏 見 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課 高齢介護保険担当 TEL 075-611-2278 

伏 見 区 役 所 深 草 支 所  

健 康 長 寿 推 進 課 高齢介護保険担当 

TEL 075-642-3603 

西 京 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課 高齢介護保険担当 TEL 075-381-7638 

 
18 緊急時及び事故発生時等における対応方法  

（１）事業所は、サービス提供にあたっては、利用者の生命を最優先し、利用者の容
態の急変等の緊急事態が発生した場合には、速やかに利用者又は家族等と事前に
定めた緊急連絡先に連絡を行うとともに、利用者の生命の安全確保に必要な惜置
を講じます。 

（２）ケアマネジャーは、緊急時において速やかに事業所に連絡するとともに、利用
者の主治医又は医療関係への連絡を行い、医師の指示に従います。 

（３）事業所が一刻を争うと判断した場合には、主治医や家族等の判断に依らず、救
急車を要請する場合があります。 

（４）必要に応じて行政や関係機関へ連絡するとともに指導・助言を求めます。  
 
《緊急連絡先》  株式会社銭形企画 銭形企画ケアマネジメント事務所 

  TEL ０７５-３４３-８８１８ 
（電話転送により営業時間を問わず対応します。） 

 

19 事故発生時の対応 

（１）事業所は、下記の損害賠償責任保険に加入しています。 
保険名    三井住友海上 福祉事業総合補償制度「まごころワイド」 
補償の概要  対人・対物 3 億円 

（２）利用者に対するサービスの提供により事故が発生し、利用者の身体又は財物に
損害を与えた場合には、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して上
記の損害賠償責任保険による賠償を行います。但し、利用者に重大な過失がある
場合は、賠償額を減額することがあります。 
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（３）事故が生じた際には、速やかに京都府及び京都市に報告し、指導・助言を求め
ます。事故が生じた際には、その原因を解明し再発防止に努めます。 

 
20 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者と家族に関する秘密の保持について、事業所はサービスを提供する上
で知り得た利用者及び家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしま
せん。な お 、 この秘密保持義務は、契約終了後も継続します。 

（２）事業所では、個人情報の保護については、「個人情報の保護に関する法律」及

び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」を遵守した適切な取扱いに努めています。 

（３）事業所が得た利用者及び家族の個人情報については、居宅介護支援サービスの

提供以外の目的では原則的に利用しません。また、契約に際しては、利用者から

「個人情報の取扱いに関する同意書」による、個人情報を用いることについての

同意を確認するとともに、サービス担当者会議等で家族の個人情報を用いる場合

においても、当該同意書による確認を行います。 

（4）事業者は、利用者と家族に関する個人情報が含まれる記録物については、注意

をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止します。 

 

21 第三者評価の実施状況 
事業所の第三者による評価の実施状況は次の通りです。  

直近の実施日 令和 7 年 11 月 12 日 

評価機関名 一般社団法人 ぱ・まる 

結果の開示 なし 

 
居宅介護支援サービスの開始に当たり、利用者に対して重要事項説明書を交付の

上、居宅介護支援のサービス内容及び重要事項の説明を行いました。 
 
 
説明日：令和   年   月   日   説明者： 
 
 
    事業者  住 所  京都市下京区黒門通五条下る柿本町 594 番地 33  
       事業者名 株式会社 銭形企画 

代表者名 代表取締役 上野 眞司     
        
事業所名 銭形企画ケアマネジメント事務所  

             （事業所番号）2670400981 
       管理者  澤井 幸美                              
 

私は、重要事項説明書に基づいて居宅介護支援のサービス内容及び重要事項の説
明を受け、その内容に同意の上、本書面を受領しました。 

 
利用者本人       住 所  
 

 
氏 名   

 
 

代筆者・代理人    住 所  
 

 
氏 名               続柄 


